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第
１
章
　
総
則 

　（
目
的
） 

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
議
会
運
営

に
お
け
る
規
範
的
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
負
託
に
的

確
に
応
え
、
市
民
福
祉
の
向
上
及

び
市
勢
の
伸
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

 

第
2
章
　
議
会
及
び
委
員
会
等
の
運
営 

　（
議
会
の
運
営
原
則
） 

第
２
条
　
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
原

則
に
基
づ
き
運
営
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

�
公
開
性
、
公
正
性
、
透
明
性
及

び
信
頼
性
を
確
保
し
、
市
民
に

開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す
こ
と
。 

�
把
握
し
た
市
民
の
多
様
な
意
見

を
も
と
に
政
策
提
言
、
政
策
立

案
等
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
。 

�
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以

下
「
市
長
等
」
と
い
う
。）
に
つ

い
て
、
適
切
な
行
政
運
営
が
行

わ
れ
て
い
る
か
を
監
視
し
、
及

び
評
価
す
る
こ
と
。 

�
市
民
の
傍
聴
意
欲
が
高
ま
る
よ
う
、

分
か
り
や
す
い
言
葉
及
び
表
現

を
用
い
た
議
会
運
営
に
努
め
る

こ
と
。 

�
足
利
市
議
会
議
長
（
以
下
「
議
長
」

と
い
う
。）
及
び
足
利
市
議
会
副

議
長
（
以
下
「
副
議
長
」
と
い
う
。）

の
選
出
に
あ
た
り
、
本
会
議
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
職
を
志
願

す
る
者
に
対
し
て
所
信
を
表
明

す
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
選
出

の
過
程
を
市
民
に
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。 

　（
議
長
の
活
動
原
則
） 

第
３
条
　
議
長
は
、
議
会
を
代
表
し
、

議
会
の
秩
序
保
持
、
議
事
の
整
理

及
び
議
会
事
務
の
統
理
を
行
い
、

中
立
公
正
な
立
場
で
、
民
主
的
か

つ
効
率
的
な
議
会
運
営
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

２
　
議
長
は
、
議
案
の
審
議
に
用
い

る
資
料
を
市
民
に
提
供
す
る
等
、

分
か
り
や
す
い
議
会
運
営
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

　（
議
員
間
の
自
由
な
討
議
中
心
の
運
営
） 

第
４
条
　
議
会
は
、
言
論
の
府
で
あ

る
こ
と
及
び
合
議
体
で
あ
る
こ
と

を
十
分
に
認
識
し
、
議
員
相
互
間

の
自
由
討
議
を
中
心
と
し
た
運
営

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２
　
議
会
は
、
前
項
の
議
員
相
互
間

の
自
由
討
議
を
促
進
し
、
条
例
、

意
見
書
等
の
議
案
提
出
を
積
極
的

に
行
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

　（
委
員
会
の
適
切
な
運
営
） 

第
５
条
　
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営

委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。）
は
、
市
政
に
関

す
る
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を

活
発
に
行
い
、
議
会
の
閉
会
中
に

お
い
て
も
、
そ
の
専
門
性
及
び
特

性
を
活
か
し
た
活
動
を
積
極
的
に

行
う
も
の
と
す
る
。 

２
　
委
員
長
は
、
委
員
会
審
査
に
あ

た
っ
て
、
資
料
等
を
積
極
的
に
公

開
し
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い
運

営
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３
　
委
員
の
選
任
そ
の
他
委
員
会
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
足
利
市
議

会
委
員
会
条
例
（
昭
和
42
年
足
利

市
条
例
第
21
号
）
で
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

　（
全
員
協
議
会
） 

第
６
条
　
議
会
は
、
市
政
に
関
す
る

課
題
等
に
つ
い
て
協
議
又
は
調
整

を
行
う
た
め
の
場
と
し
て
、
議
員

全
員
で
構
成
す
る
全
員
協
議
会
を

置
く
。 

２
　
全
員
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

　（
常
任
委
員
協
議
会
） 

第
７
条
　
議
会
は
、
各
常
任
委
員
会

の
所
管
事
項
に
関
す
る
施
策
等
に

つ
い
て
、
報
告
及
び
説
明
の
聴
取

並
び
に
協
議
を
行
う
た
め
の
場
と

し
て
、
常
任
委
員
会
の
委
員
で
構

成
す
る
常
任
委
員
協
議
会
を
置
く
。 

２
　
常
任
委
員
協
議
会
の
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

　（
情
報
提
供
、
情
報
公
開
等
） 

第
８
条
　
議
会
は
、
市
民
に
対
し
積

極
的
に
そ
の
有
す
る
情
報
を
提
供
し
、

情
報
の
共
有
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
　
本
会
議
そ
の
他
次
に
掲
げ
る
会

議
は
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。 

　
�
常
任
委
員
会 

　
�
議
会
運
営
委
員
会 

　
�
特
別
委
員
会 

　
�
全
員
協
議
会 

　
�
常
任
委
員
協
議
会 

３
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
会
議
の
公

開
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。 

 

第
3
章
　
議
員
の
責
務
及
び
活
動 

　（
議
員
の
活
動
原
則
） 

第
９
条
　
議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
原

則
に
基
づ
き
活
動
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

�
議
員
は
、
市
政
全
般
に
つ
い
て

の
課
題
及
び
市
民
の
意
見
、
要

望
等
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と

も
に
、
自
己
の
能
力
を
高
め
る

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た 

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た 
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不
断
の
研
さ
ん
に
努
め
る
こ
と
。 

�
議
員
は
、
議
会
の
構
成
員
と
し
て
、

市
民
全
体
の
福
祉
向
上
の
た
め

活
動
す
る
こ
と
。 

　（
会
派
） 

第
10
条
　
議
員
は
、
政
策
を
中
心
と

し
た
同
一
の
理
念
を
共
有
す
る
議

員
に
よ
り
、
会
派
を
結
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２
　
会
派
は
、
政
策
立
案
、
政
策
提

言
、
政
策
決
定
等
に
関
し
、
議
員

間
の
合
意
形
成
を
図
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

３
　
議
長
及
び
副
議
長
は
、
職
務
の

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
会
派
を

離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　（
議
員
の
政
治
倫
理
） 

第
11
条
　
議
員
は
、
市
民
の
代
表
と

し
て
そ
の
倫
理
性
を
常
に
自
覚
し
、

自
己
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力
を

不
正
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い

よ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
　
議
員
は
、
足
利
市
議
会
議
員
の

政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成

14
年
足
利
市
条
例
第
41
号
）
を
規

範
と
し
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

　（
政
務
活
動
費
の
交
付
等
） 

第
12
条
　
政
務
活
動
費
は
、
議
員
に

よ
る
政
策
研
究
、
政
策
提
案
等
が

確
実
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
、
議
員

個
人
に
対
し
て
交
付
す
る
。 

２
　
政
務
活
動
費
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
足
利
市
政
務
活
動
費
の
交

付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
13
年
足

利
市
条
例
第
４
号
）
に
定
め
、
議

員
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

　（
議
員
研
修
の
充
実
強
化
） 

第
13
条
　
議
会
は
、
議
員
の
政
策
立

案
等
の
能
力
向
上
を
図
る
た
め
、

議
員
研
修
の
充
実
強
化
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

第
4
章
　
市
民
と
議
会
の
関
係 

　（
議
会
報
告
会
） 

第
14
条
　
議
会
は
、
市
政
の
諸
課
題

に
対
処
す
る
た
め
、
市
民
に
対
し

議
会
活
動
及
び
市
政
に
関
す
る
情

報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
市
民

及
び
議
会
が
自
由
に
情
報
及
び
意

見
を
交
換
す
る
場
と
し
て
、
議
会

報
告
会
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２
　
議
会
報
告
会
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

　（
専
門
的
事
項
に
係
る
調
査
） 

第
15
条
　
議
会
は
、
地
方
自
治
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
100
条
の
２
に
規
定

す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
に

よ
る
議
案
の
審
査
又
は
市
の
事
務

に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
必
要
な

専
門
的
事
項
に
係
る
調
査
を
活
用

し
て
、
討
議
に
反
映
さ
せ
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

　（
公
聴
会
等
の
活
用
） 

第
16
条
　
議
会
は
、
法
第
115
条
の

２
に
規
定
す
る
公
聴
会
制
度
及
び

参
考
人
招
致
の
制
度
を
十
分
に
活

用
し
、
市
民
の
専
門
的
又
は
政
策

的
識
見
等
を
議
会
の
討
議
に
反
映

さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２
　
前
項
の
規
定
は
、
委
員
会
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

　（
意
見
の
聴
取
等
） 

第
17
条
　
議
会
は
、
請
願
又
は
陳
情

が
あ
っ
た
と
き
は
適
切
か
つ
誠
実

に
こ
れ
を
審
議
等
す
る
も
の
と
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

請
願
又
は
陳
情
を
行
っ
た
も
の
（
団

体
で
あ
る
場
合
は
そ
の
代
表
者
）

か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。 

　（
議
決
状
況
等
の
公
表
） 

第
18
条
　
議
会
は
、
市
民
に
対
す
る

説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
定
例

会
及
び
臨
時
会
ご
と
に
、
議
案
に

係
る
各
議
員
の
賛
否
そ
の
他
議
決

の
状
況
に
つ
い
て
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

　（
議
会
広
報
の
充
実
） 

第
19
条
　
議
会
は
、
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
の
情
報
通
信
技
術
の
発

達
を
踏
ま
え
た
多
様
な
広
報
手
段

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く

の
市
民
が
議
会
及
び
市
政
へ
の
関

心
を
高
め
る
た
め
の
体
制
整
備
並

び
に
議
会
広
報
活
動
の
充
実
強
化

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
5
章
　
市
長
等
と
議
会
及
び
議
員
の
関
係 

　（
一
問
一
答
） 

第
20
条
　
本
会
議
、
委
員
会
そ
の
他

会
議
（
以
下
「
本
会
議
等
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
議
員
と
市
長
等
と
の
質

疑
応
答
は
、
広
く
市
政
上
の
論
点

及
び
争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、

一
問
一
答
の
方
式
で
行
う
も
の
と

す
る
。 

　（
反
問
権
） 

第
21
条
　
市
長
等
は
、
本
会
議
等
に

お
け
る
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
質

問
又
は
質
疑
（
次
項
に
お
い
て
「
質

問
等
」
と
い
う
。）
の
内
容
が
明
ら

か
で
な
い
と
き
は
、
議
長
又
は
委

員
長
の
許
可
を
得
て
反
問
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
反
問

と
は
、
質
問
等
の
趣
旨
及
び
内
容

を
確
認
す
る
た
め
の
発
言
を
い
う
。 

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た 

足
利
市
議
会
基
本
条
例
を

制
定
し
ま
し
た 


